
引
先
に
対
す
る
本
業
支
援

（
伴
走
支
援
）
は
通
常
、

債
務
者
と
金
融
機
関
と
の
二
者
間

で
の
や
り
取
り
で
あ
る
。
金
融
機

関
は
債
務
者
か
ら
決
算
書
を
取
り

受
け
、
格
付
を
行
い
、
債
務
者
区

分
や
取
組
方
針
を
決
定
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
支
援
を
進
め
る
。

　
し
か
し
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏

み
込
ん
で
本
業
支
援
を
進
め
る
に

は
、
顧
問
税
理
士
と
の
連
携
が
必

要
だ
。

　
金
融
機
関
の
担
当
者
は
常
日
頃

か
ら
取
引
先
の
決
算
書
を
目
に
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
過
去
の
成
績

で
あ
る
。
直
近
の
業
績
を
見
る
に

は
、
顧
問
税
理
士
が
作
成
す
る
試

算
表
が
必
要
だ
。
毎
月
の
試
算
表

を
で
き
る
だ
け
早
く
入
手
し
取
引

先
の
い
ま
を
知
る
に
は
、
顧
問
税

理
士
と
の
連
携
が
欠
か
せ
な
い
。

　
ま
た
決
算
書
・
試
算
表
で
は
全

体
の
売
上
や
利
益
の
状
況
は
分
か

る
が
、
部
門
別
、
支
店
別
、
商
品

別
、
取
引
先
別
で
の
売
上
・
利
益

状
況
ま
で
は
把
握
で
き
な
い
。

　
企
業
の
実
態
把
握
や
本
格
的
な

本
業
支
援
に
は
こ
れ
ら
の
詳
細
な

売
上
・
利
益
状
況
を
把
握
し
、
ど

こ
で
稼
い
で
い
る
か
、
あ
る
い
は

ど
こ
が
足
を
引
っ
張
っ
て
い
る
の

か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
元
デ
ー
タ
を
持
っ
て
い
る
の

が
、
毎
月
巡
回
監
査
を
行
っ
て
い

る
顧
問
税
理
士
な
の
だ
。

　
本
業
支
援
を
も
う
一
歩
前
に
進

め
る
た
め
に
は
、
顧
問
税
理
士
に

そ
う
し
た
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
も

ら
う
必
要
が
あ
る
。
顧
問
税
理
士

と
連
携
し
な
け
れ
ば
、
真
の
取
引

先
支
援
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

事
業
性
評
価
の
３
要
素
の

充
足
に
連
携
が
重
要

　
こ
こ
で
は
、
真
の
取
引
先
支
援

を
行
う
た
め
の
顧
問
税
理
士
と
の

具
体
的
連
携
の
領
域
や
方
法
に
つ

い
て
解
説
し
て
い
く
。

事
業
性
評
価
融
資
の
推
進

「
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す

る
法
律
」
に
み
る
よ
う
に
、
国
は

金
融
機
関
に
対
し
て
事
業
性
評
価

に
基
づ
く
融
資
（
以
下
、
事
業
性

評
価
融
資
）
や
支
援
を
促
し
て
い

る
。
こ
の
事
業
性
評
価
融
資
に
つ

い
て
も
、
顧
問
税
理
士
は
重
要
な

パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
り
得
る
。

　
金
融
行
政
に
関
わ
る
家
森
信
善

教
授
（
神
戸
大
学
）
は
、
実
効
性

の
あ
る
事
業
性
評
価
に
は
次
の
３

要
素
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。

①�

正
確
な
情
報
に
基
づ
か
な
け
れ

ば
正
し
い
判
断
は
で
き
な
い
た

め
、
中
小
企
業
の
会
計
デ
ー
タ

の
信
頼
性
を
い
か
に
確
保
す
る

か
②�

中
小
企
業
の
経
営
状
況
は
短
期

間
に
急
変
し
得
る
た
め
、
中
小

企
業
の
会
計
デ
ー
タ
を
い
か
に

タ
イ
ム
リ
ー
に
入
手
す
る
か

③�

金
融
機
関
は
小
規
模
企
業
に
常

時
、
手
厚
い
対
応
は
で
き
ず
、

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
対
応
が
必
要

と
な
る
た
め
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ン

シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
に
係
る
コ

ス
ト
を
い
か
に
下
げ
る
か

　
ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
顧
問
税

顧問税理士顧問税理士とと連携して連携して
このようなこのような支援支援にに
取り組もう取り組もう

取

黒木正人 行政書士事務所長／
高井法博会計事務所会長補佐
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理
士
に
は
税
務
申
告
書
を
自
ら
の

資
格
に
か
け
て
保
証
す
る
「
書
面

添
付
制
度
」（
税
理
士
法
第
33
条

の
２
お
よ
び
第
35
条
）
が
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
決
算
書
の
信
頼
性
を

確
保
で
き
る
。

　
ま
た
多
く
の
顧
問
税
理
士
事
務

所
は
、
職
員
が
関
与
先
を
毎
月
訪

問
し
て
会
計
上
の
全
取
引
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
巡
回
監
査
に
よ
っ
て
会

計
デ
ー
タ
を
把
握
し
て
い
る
。
金

融
機
関
は
顧
問
税
理
士
と
の
連
携

当
者
は
顧
問
税
理
士
と
連
携
す
る

こ
と
で
、
事
業
性
評
価
融
資
の
推

進
に
必
要
な
三
つ
の
要
素
を
確
保

で
き
る
。
取
引
先
の
決
算
報
告
会

に
顧
問
税
理
士
の
同
席
を
促
す
だ

け
で
な
く
、
日
常
的
な
連
携
が
取

れ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
重
要
と
な
る
。

書
面
添
付
制
度
を
活
か
し

保
証
解
除
も
検
討
可
能

事
業
承
継
支
援

　
２
０
１
７
年
版
中
小
企
業
白
書

で
は
、「
事
業
承
継
に
関
す
る
過

去
の
相
談
相
手
」
と
し
て
、
顧
問

の
公
認
会
計
士
・
税
理
士
と
の
回

答
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
（
図
表

１
）。
事
業
承
継
に
お
い
て
も
、

顧
問
税
理
士
と
金
融
機
関
と
の
連

携
は
重
要
だ
。

　
事
業
承
継
で
特
に
問
題
と
な
る

の
が
経
営
者
保
証
で
あ
る
。
経
営

者
保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
制
定
さ

れ
て
10
年
経
っ
た
２
０
２
３
年
４

月
、
金
融
機
関
が
経
営
者
保
証
を

に
よ
り
、
会
計
デ
ー
タ
を
タ
イ
ム

リ
ー
に
入
手
で
き
る
（
前
述
②
を

充
足
）。

　
加
え
て
、
顧
問
税
理
士
は
自
身

が
関
与
す
る
中
小
企
業
に
密
着
し

て
細
か
な
対
応
を
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
た
め
、
顧
問
税
理
士
と
の

連
携
に
よ
る
事
業
性
評
価
は
金
融

機
関
に
と
っ
て
、
効
率
性
の
面
で

も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
え
よ
う

（
前
述
③
を
充
足
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
金
融
機
関
の
担

求
め
る
際
の
説
明
責
任
が
監
督
指

針
で
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
新

規
融
資
に
関
し
て
は
経
営
者
保
証

な
し
の
融
資
が
推
進
さ
れ
て
い
る

が
、
既
存
の
経
営
者
保
証
解
除
に

は
積
極
的
で
は
な
い
金
融
機
関
も

あ
る
。

　
ま
た
経
営
者
保
証
を
取
ら
な
い

３
要
件
（
図
表
２
）
に
つ
い
て
、

顧
問
税
理
士
が
詳
し
い
と
も
い
え

ず
、
解
除
に
つ
い
て
は
金
融
機
関

が
主
体
的
に
判
断
す
る
問
題
だ
け

に
、
そ
の
客
観
性
に
つ
い
て
顧
問

税
理
士
と
の
連
携
が
重
要
と
な

る
。

　
図
表
２
中
㋐
に
お
い
て
、
法
人

と
経
営
者
の
お
金
が
一
緒
に
な
っ

て
い
る
取
引
先
が
あ
れ
ば
、
毎
月

の
巡
回
監
査
で
取
引
先
を
訪
問
し

て
い
る
顧
問
税
理
士
に
そ
の
分
離

を
指
導
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
中
に
は
、
前
述
の
書
面
添
付
制

度
を
活
用
し
て
法
人
と
経
営
者
の

区
分
が
な
さ
れ
た
と
み
な
し
、
経

営
者
保
証
解
除
に
用
い
る
金
融
機
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コ
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ト

■後継者決定（ｎ＝856 ～ 1,097）
■後継者未決定（ｎ＝1,406 ～ 1,594）

（％）

１．複数回答のため、合計は必ずしも100％にはなら
ない。

２．ここでいう「経営コンサルタント」とは、中小企
業診断士、司法書士、行政書士を含む。

３．それぞれの項目について、「相談して参考になっ
た」、「相談したが参考にならなかった」と回答し
た者を集計している。

（注）

図表１　事業承継について相談した主な相手

（出所）「中小企業白書2017」より抜粋（一部省略）
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